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第 21 回アクション・プログラム実行推進委員会決定 

 

 

  先般２月３日に決定した「政府調達に関するアクション・プログラム」に基づき、我が

国政府としては、政府調達において供給者の利便の向上、競争力のある内外の供給者の市

場参入機会の拡大及び手続の透明性の徹底を図ることを目的として、「物品に係る政府調

達手続について（運用指針）」を我が国の自主的措置として別紙のとおり決定する。 

 

 

 

 



物品に係る政府調達手続について（運用指針） 

 

 

 我が国の政府調達については、「政府調達に関する協定」に基づき透明性、公正性及び

競争性の確保が図られてきているところであるが、供給者の利便及び競争力のある内外の

供給者による市場参入機会の拡大に資するとともにさらに一層透明性、公正性及び競争性

の高い調達手続とするため、同協定の対象となる調達及びこれに準ずる手続をとる調達に

ついて、以下の運用上のガイドラインに則り、所要の措置の実施を申し合わせる。 

 

 

 １．適用範囲 

   (1) 本運用指針は、別紙１の機関（以下「調達機関」という。）による「政府調達に関

する協定」の対象となる調達契約を適用対象とする。 

       また、調達機関は、10 万ＳＤＲ以上 13 万ＳＤＲ未満の価額の調達契約（平成３年

11 月 19 日アクション・プログラム実行推進委員会決定「政府調達に関する申合せ」

（以下平成３年申合せという）により「政府調達に関する協定」に準じて対処する  

こととされた調達契約）についても、本運用指針の適用対象とする。 

   (2) 個別分野において特別の手続・措置が定められている場合には、本運用指針の措 

    置に関わらず、それぞれの定められた手続・措置が適用される。なお、当該特別の 

    手続・措置と抵触しない限りにおいては、本運用指針中の措置を実施することとし、 

    その範囲については別に定める。 

 

 ２．市場調査の基本的考え方 

   (1) 調達を円滑に実施するため、調達機関は、予定される調達に係る仕様の策定及び 

     市場調査に関する情報収集につき市場調査を行う場合には、公正性かつ無差別性を 

     確保した上で供給者に対し情報提供を要請する。 

   (2) また、調達機関は、公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、仕様の策 

     定に直接関与した供給者を入札手続に参加させてはならない。 

 

 ３．調達機関における調達前調査のための資料提供及び意見招請 

    調達機関は、供給者からの資料等の提出を求めなければ適切な仕様等を決定するこ 

  とが困難な案件（80 万ＳＤＲ以上の調達額と見込まれるものに限る。）については、 

急を要する場合及び「政府調達に関する協定」に規定する単一入札（随意契約）に該当

する場合を除き、年度開始又は年度開始前の可能な限り早い時期に、次の措置をとる 

ものとする。 

   (1) 調達機関は、予定される調達案件に係る基本的な要求要件に関する資料その他必 

     要な情報の提供招請につき官報に公示を行うとともに、供給者の要請に応じ、その 

     写しを提供する。 

   (2) 官報による公示には、以下の事項を明らかにする。 

 



     イ．調達機関名及び連絡先 

     ロ．調達の概要（名称、数量及び調達に必要とされる基本的な要求要件） 

     ハ．資料等の提供期限 

     ニ．説明会を開催する場合にはその旨注記 

   (3) 上記ハの提供期限は、急を要する場合を除き、資料等の提供招請の公示の翌日か 

     ら起算して少なくとも 30 日以降の日とする。 

 

 ４．調達を円滑に行うための調達前の意見招請 

    調達を円滑に行うため、調達機関は、80 万ＳＤＲ以上の調達額と見込まれる調達案 

  件については、原材料・燃料又はこれに類するものに係る調達案件、単価 500 ＳＤＲ 

  以下の既製品を大量購入する場合、行政サービスの継続性の観点から既存の仕様を繰 

  り返し採用することが必要な場合及び「政府調達に関する協定」に規定する単一入札 

  （随意契約）に該当する場合を除き、関心のある供給者が当該調達機関が作成した仕 

  様書の案につき意見の提出を行うことができるよう、次の措置をとるものとする。な 

  お、行政サービスの継続性の観点から既存の仕様を繰り返し採用することが必要な場 

  合には、各省庁は、繰り返し採用する必要性についての具体的理由を含め、年度当初 

  のセミナーにおいて当該調達の概要について説明する。 

   ① 調達機関は、入札公告（公示）の予定日の少なくとも 30 日前に、官報に仕様書 

      の案の作成が完了した旨を公示する。これを補完する上で必要な場合には、上記 

      3.の資料招請手続において資料等を提供した供給者に招請状を送付し意見を求め 

      るものとする。ただし、急を要する場合においては、その旨を明らかにして、供 

      給者の対応が可能と認められる範囲内で期間を短縮することができる。この場合、 

      期間短縮を図っても対応できない緊急の事情がある場合には、上記の規定に関わ 

      らず、4.①～④の意見招請手続を省略できる。ただし、その場合には、入札公告 

      においてその旨を明記する。 

   ② 仕様書の案の作成が完了した旨の公示においては、以下の事項を明らかにする。 

      イ．調達機関名及び連絡先 

      ロ．調達の内容（名称、数量） 

      ハ．仕様書案の入手先 

      ニ．意見の提出期限 

      ホ．説明会を開催する場合にはその旨の注記 

    ③  上記②のニの意見の提出期限は、急を要する場合を除き、意見招請の公示の翌 

      日から起算して少なくとも 20 日以後の日とする。 

    ④ 調達機関は、意見招請の公示において明らかにした仕様書の案が関心のある供 

      給者からの意見の提出により改善が必要であると認め、仕様書の案を変更する場 

      合には、公示又は招請状に基づき応募した全ての供給者に当該変更の内容を通知 

      する。 

    ⑤  上記①～④の手続は、競争に参加しようとする全ての供給者の、入札公告（公 

      示）後における仕様書に対する照会を妨げるものではない。 

    ⑥  調達機関は、上記①～④の意見招請の手続をとる場合には、原則として入札前 



      説明会を開催する。 

 

 ５．供給者の利便に資するための調達年度の当初における情報の提供 

   (1) 各省庁等（別紙１の機関、以下同じ。）は、80 万ＳＤＲ以上の調達額と見込ま    

れる調達計画について、年度の可能な限り早い時期に、官報に以下の事項を公示す

る。ただし、本項の公示以前に入札公告又は前項の意見招請を行っている場合は、

本項の情報提供の手続は省略できる。 

     イ．調達機関名及びその住所 

     ロ．調達の内容（名称、数量等） 

     ハ．入札公告（公示）の予定時期 

   (2) 外務省は、会計年度の当初又は年度の可能な限り早い時期において、または各省 

庁（当該省庁の監督の下にある政府関係の法人を含む。）は、更に詳細な情報を供

給者に提供する機会を設ける必要がある場合において、関心のある内外の供給者を

対象として政府調達に関するセミナーを開催し、以下の内容を説明する。この場合

において、当該セミナーの開催者は、内外無差別の原則に沿って、セミナーにおけ

る説明の内容を閲覧の方法により公表する。 

      イ．上記(1)の公示に係る調達案件 

ロ． 多くの供給者が関心を有すると想定される調達関連情報（予算上の留保等を付 

した上での可能な限り次年度以降の政府調達の見通しを含む。） 

ハ．資格審査手続の概要その他競争参加に必要な資格等 

    

 ６．供給者の利便に資するための調達情報の提供 

   (1) 政府調達に関心を有する供給者の利便に資するため、外務省と調達機関は協力し 

     て、調達機関の名称、連絡先、担当者名等供給者がより容易に調達機関に照会等が 

     できることに資する情報を一元的に取りまとめ、官報による公表を含めその情報を 

     政府調達に関心を有する内外の供給者に幅広く提供するよう努める。また、日本貿 

     易振興会等は、政府調達情報のデータ・ベース化と合わせて、上記の情報を幅広く 

     内外の供給者に提供するよう努める。 

   (2) 各省庁等は、各関係の調達機関の所定の窓口において、調達案件の照会先を明ら  

かにして会計年度の当初において明らかとなっている 10 万ＳＤＲ以上の価額と見 

込まれる調達案件を閲覧により公表する。 

   (3) 日本貿易振興会は、各省庁等から提供される調達情報につき、関心のある供給者 

から情報の提供を求められたときは、その情報に係る調達計画が変更となることが 

十分にあり得ることを明らかにし、かつその変更等に対して供給者が苦情を申し立 

てることがないことを条件として、内外無差別の原則に沿って当該情報を提供する。 

   (4) 各省庁等は、関心のある供給者からの照会があった場合には、その照会に応ずる 

  ものとする。 

 

 ７．調達を円滑に行うための内外供給者情報の収集 

    各省庁等は、調達予定の物品に係る内外供給者情報の収集に努める。 



    特に、外国の供給者に係る情報については、日本貿易振興会は、各省庁等の調達部 

局から照会がある場合には、外国の供給者から収集した関連情報の提供に努める。 

 

 ８．随意契約締結前の情報の公表 

    調達機関は、10 万ＳＤＲ以上の調達額と見込まれる調達案件を随意契約により調達 

しようとするときは、競争に付しても入札がない又は再度の入札をしても落札者がな 

い場合、極めて緊急を要する場合及び当初の入札に際して一定の条件が満たされれば 

契約を更新することがある旨を全ての供給者に明らかにしている場合を除き、適切な随 

意契約であることを明らかにするため、以下の措置をとる。 

  (1) 調達機関は、契約の予定日の少なくとも 20 日前に官報に随意契約による旨を公示 

    する。 

  (2) 随意契約による旨の公示においては、以下の事項を明らかにする。 

    イ．調達の内容（名称、数量等） 

    ロ．随意契約の予定日 

    ハ．随意契約によることとする「政府調達に関する協定」の規定上の理由 

ニ． 予定される随意契約の相手方と協議が開始されている場合には、当該協議を開 

  始している者の名称 

 

 ９．調達手続の厳正な運用 

   (1) 調達機関は、調達に当たっては、「政府調達に関する協定」の規定及び会計に関 

     する法令又はこれに準拠した規則に従い、厳正に運用するものとする。特に、内外 

     無差別の原則の下、一般競争契約を原則としている現行制度の趣旨に則して、指名 

     競争契約及び随意契約を縮減する。 

   (2) さらに、調達機関は、昭和 55 年の「政府調達に関する協定」の受諾及び昭和 62 年 

     の同協定の改正に際しての大蔵大臣等の通達における以下の点につき、一層留意の 

     上、適切に運用するものとする。 

 

○ 国の物品等の調達手続の特例を定める政令の施行について（昭和 55.11.27 蔵計 30 

96 大蔵大臣から各省各庁の長あて） 

     １ 一般競争又は指名競争に付する場合はもとより随意契約による場合においても、 

       内外無差別の原則に沿って、契約の相手方の適正な選定を行うこと。 

     ２ 資格審査に係る事務をできる限り一元的に行う等、一般競争又は指名競争に参 

       加しようとする者の利便について配慮すること。 

     ３ 協定において、商標等を特定して一般競争又は指名競争に付することを禁止し 

       ており、また、随意契約によることができる場合が制限されていることにかんが 

       み、必要に応じて技術審査を伴う入札手続を採用する等、入札手続の適切な運用 

       に努めること。 

     ４ 協定が随意契約によることができる場合の要件について厳格に規定している趣 

       旨にかんがみ、随意契約によることの可否については、特に慎重に判断すること。 

 



   ○ 国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令等の施行につい 

     て（昭和 62.12.25 蔵計 3015 大蔵省主計局長から各省各庁会計課長あて） 

     １ 一般競争に付する場合はもとより指名競争に付する場合又は随意契約による場 

       合においても、契約の相手方の適正な選定を行い、いやしくも特定の供給者が有 

       利となるような方法によって市場調査を行い、又は調達に関する情報の提供を 

       行ってはならないこと。 

     ２ 競争参加者の資格審査に係る基準及び格付を統一化するとともに、当該審査に 

       当たっては、国内供給者と外国供給者とを同等に取り扱うほか、当該供給者の取 

       扱産品の原産地によっても差別を設けることなく同等に取り扱うこと。 

 

   (3) また、調達機関は、最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件について 

     は、可能な範囲内で積極的に総合評価落札方式をとることとするが、透明性及び公 

     正性を欠くことがないよう、また、国民の税負担を財源とする予算の効率的使用を 

     損なうことがないよう、十分に留意して、運用するものとする。 

       なお、総合評価方式が採用される調達案件については、調達案件の価額に関わら 

     ず前記 3.に規定される資料提供招請、及び 4.に規定される意見提供招請の手続を採 

     用することが勧奨される。 

 

 10．供給者の利便に資するための運用上の配慮 

   (1) 調達機関は、入札公告（公示）において、「政府調達に関する協定」の規定によ 

り求められる事項のほか、当該入札に関する「問い合わせ先」を追加して掲載する 

とともに、「競争参加資格」、「納入場所」及び「納入期限」についても英語によ 

る概要の記載の中に追加して掲載する（平成３年申合せ）。 

   (2) 調達機関は、入札公告（公示）の日から起算して入札書が受領される期間につい 

     て、「政府調達に関する協定」の規定による 40 日以上を特別の事情がない限り 50 日 

     以上とする（平成３年申合せ）。 

 

 11．調達手続の簡素・合理・効率化 

    調達手続の簡素・合理・効率化の観点から当面、以下の措置の実施を図る。 

   (1) 官報（政府調達公告）における様式の統一化 

   (2) 資格審査申請書類の簡素・統一化等資格審査手続の改善     

 

 12．調達の透明化等に資する情報の公開 

    「政府調達に関する協定」等に規定する情報の公開によるほか、一層の透明化等に  

   資するため、以下によりさらに積極的に情報を公開する。 

   (1) 調達機関は、指名競争入札を行った場合には、官報に掲載する当該入札の落札情 

報の中に指名した供給者名を公示する。 

   (2) 調達機関は、関心のある供給者が競争参加の有資格者の名称及び住所が記載され 

  た名簿を閲覧できるよう整備し、官報にその閲覧の照会先を公示する。 

   (3) 外務省は、官報にガット政府調達委員会へ報告する統計を公示する（平成３年申 



     合せ）。 

 

 13．苦情処理手続の整備（新たな政府調達に関する協定が発効するまでの間に限る。） 

    「政府調達に関する協定」の規定、会計に関する法令又はこれに準拠した規則の規定 

   及び本運用指針に基づく個々の政府調達の執行手続に関し、公正性、透明性及び競争 

   性が確保されるよう、別紙 2.（略）の苦情処理手続を設ける。 

 

 14．不公正な入札 

    独占禁止法の規定に整合的な入札ないしは提案に基づいて調達をすることが政 

  府の政策であることに鑑み、調達機関は、反競争慣行に対処する適切な措置を講ずる。 

(1) 調達機関は、公正取引委員会が事業者及び事業者団体による入札談合行為等の防 

止の徹底を図るために策定することとしている「公共的な入札に係る事業者及び事 

業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を踏まえつつ、入札において独占禁 

止法に違反する行為が行われることのないよう、公正取引委員会との緊密な連絡を 

図るとともに、反競争的な行為に対しては、関係法令に則り厳正に対処することと 

する。 

  (2) 調達機関が、その調達(調達仕様書の作成を含む。)に関連し、独占禁止法に違 

反する可能性のある行為の存在を示すような情報を得た場合は、当該機関は、公正 

取引委員会が適切と判断する措置を発動することができるよう、かかる情報を適時 

に同委員会に対し提供する。 

  (3) 前記目的のために調達機関は、公正取引委員会に対し、独占禁止法違反の可能性 

    のある行為に関する情報の発見及び交換の手続を容易にするための連絡担当者名を 

    提供する。 

 

 15．実施時期 

   本運用指針中の措置は、可能な限り平成６年度当初予算に係る調達から実施するこ 

とを基本とし、同年度末までには本措置の対象となる調達について本運用指針に則っ 

たものとなるよう体制を整えることとする。 

 

 16．本運用指針のレヴュー及びフォロー・アップ 

   (1) 本運用指針の着実な実行を確保するため、「政府調達に関するアクション・プロ 

グラム」に係る措置のフォロー・アップのための関係者会議において、本運用指針 

実施のためのガイドライン及び具体的スケジュールを策定する。 

   (2) 内閣外政審議室は、毎年物品の政府調達一般に関する自主的措置の実施状況及び 

     供給者の活用状況をフォロー・アップすることとし、上記関係者会議においてその 

     フォロー・アップ結果とともに本運用指針の実施状況をレヴューする。その際、内 

     外の供給者及びそれを代表する団体から意見・要望を徴取する機会を設ける。 

       同関係者会議は、この結果をアクション・プログラム実行推進委員会に報告を行 

     い、所要の統計を公表することとする。 



（別紙１） 対象機関 

 

 

 

平成２０年２月 1 日現在における対象機関は、「政府調達に関する協定」

（平成７年条約第２３号）附属書Ⅰ日本国付表１及び付表３に掲げる機関。 



（参考資料） 
 
「政府調達に関する協定」（平成 7 年条約第 23 号）附属書Ⅰ日本国付表１     

 
「この協定に従って調達する中央政府の機関」 

 
 衆議院 
 参議院 
 最高裁判所 
 会計検査院 
 内閣 
 人事院 
 内閣府 
 宮内庁 
 国家公安委員会（警察庁） 
 金融庁 
 総務省 
 法務省 
 外務省 
 財務省 
 文部科学省 
 厚生労働省 
 農林水産省 
 経済産業省 
 国土交通省 
 環境省 
 防衛省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「政府調達に関する協定」（平成 7 年条約第 23 号）附属書Ⅰ日本国付表３ 
 

「この協定に従って調達するその他のすべての機関」 
 
北海道旅客鉄道株式会社 
東日本旅客鉄道株式会社 
東海旅客鉄道株式会社 
西日本旅客鉄道株式会社 
四国旅客鉄道株式会社 
九州旅客鉄道株式会社 
日本貨物鉄道株式会社 
日本たばこ産業株式会社 
日本電信電話株式会社 
東日本電信電話株式会社 
西日本電信電話株式会社 
公営企業金融公庫 
沖縄振興開発金融公庫 
株式会社日本政策金融公庫 
株式会社日本政策投資銀行 
社会保険診療報酬支払基金 
放送大学学園 
日本中央競馬会 
農林漁業団体職員共済組合 
消防団員等公務災害補償等共済基金 
地方競馬全国協会 
日本私立学校振興･共済事業団 
日本郵政公社 
成田国際空港株式会社 
日本環境安全事業株式会社 
東京地下鉄株式会社 
国立大学法人 
大学共同利用機関法人 
東日本高速道路株式会社 
中日本高速道路株式会社 
西日本高速道路株式会社 
首都高速道路株式会社 
阪神高速道路株式会社 



本州四国連絡高速道路株式会社 
日本アルコール産業株式会社 
競輪振興法人 
小型自動車競走振興法人 
全国健康保険協会 

 
 独立行政法人国立公文書館 
 独立行政法人酒類総合研究所 
 独立行政法人大学入試センター 
 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 
 独立行政法人国立女性教育会館 
 独立行政法人国立科学博物館 
 独立行政法人物質・材料研究機構 
 独立行政法人防災科学技術研究所 
 独立行政法人航空宇宙技術研究所 
 独立行政法人放射線医学総合研究所 
 独立行政法人国立美術館 
 独立行政法人教員研修センター 
 独立行政法人国立健康・栄養研究所 
 独立行政法人種苗管理センター 
 独立行政法人家畜改良センター 
 独立行政法人水産大学校 
 独立行政法人農業生物資源研究所 
 独立行政法人農業環境技術研究所 
 独立行政法人国際農林水産業研究センター 
 独立行政法人森林総合研究所 
 独立行政法人水産総合研究センター 
 独立行政法人経済産業研究所 
 独立行政法人工業所有権情報・研修館 
 独立行政法人日本貿易保険 
 独立行政法人産業技術総合研究所 
 独立行政法人製品評価技術基盤機構 
 独立行政法人土木研究所 
 独立行政法人建築研究所 
 独立行政法人交通安全環境研究所 
 独立行政法人海上技術安全研究所 
 独立行政法人港湾空港技術研究所 



 独立行政法人電子航法研究所 
 独立行政法人航海訓練所 
 独立行政法人航空大学校 
 独立行政法人国立環境研究所 

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 
 自動車検査独立行政法人 
 独立行政法人統計センター 
 独立行政法人造幣局 
 独立行政法人国立印刷局 
 独立行政法人水資源機構 
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
 独立行政法人科学技術振興機構 
 独立行政法人国際協力機構 
 独立行政法人福祉医療機構 
 独立行政法人農畜産業振興機構 
 独立行政法人北方領土問題対策協会 
 独立行政法人国民生活センター 
 独立行政法人理化学研究所 
 独立行政法人国際交流基金 
 独立行政法人日本芸術文化振興会 
 独立行政法人日本学術振興会 
 独立行政法人日本スポーツ振興センター 
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 
 独立行政法人農業者年金基金 
 独立行政法人日本貿易振興機構 
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 独立行政法人国際観光振興機構 
 独立行政法人労働政策研究・研修機構 
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 
 独立行政法人原子力安全基盤機構 
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
 独立行政法人雇用・能力開発機構 
 独立行政法人環境再生保全機構 
 独立行政法人労働者健康福祉機構 
 独立行政法人日本学生支援機構 
 独立行政法人情報通信研究機構 
 独立行政法人国立高等専門学校機構 



 独立行政法人大学評価・学位授与機構 
 独立行政法人国立大学財務・経営センター 
 独立行政法人国立病院機構 
 独立行政法人中小企業基盤整備機構 
 独立行政法人都市再生機構 
 独立行政法人奄美群島振興開発基金 
 独立行政法人日本原子力研究開発機構 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 
独立行政法人国立青少年教育振興機構 
独立行政法人海技教育機構 
年金積立金管理運用独立行政法人 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 

 独立行政法人住宅金融支援機構 
独立行政法人国立文化財機構 
独立行政法人農林水産消費安全技術センター 

 
(注)機関名については、平成 22 年 2 月 1 日現在の対象機関のみを掲げている。 


